
一般財団法人神奈川県立高等学校安全振興会 
修学奨励金給付基準 

 
第１章 総  則 

 （趣旨） 
第１条 この基準は、運営規則第１５条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。 

 
 （奨励生の資格） 
第２条 運営規則第１５条第１項１号に係る対象者は、次の各号に定める者とする。 

 （１）生活保護法（平成２５年法律第１４４号）に基づく保護を受けている者 
（２）生活保護法に基づく保護を受けている者に準ずる者で、地方税法の規定により市町村民税の 

所得割を納付していない者 

（３）児童福祉法に基づく措置を受け、児童福祉施設に入所している者等 
 
 （奨励金の給付期間、金額及び採用人員） 

第３条 修学奨励金（以下「奨励金」という。）を給付する期間は、採用年度限りとする。ただし、
次年度の採用を妨げない。 

２ 前項の期間中に給付する奨励金の額は、年額８０，０００円とする。 

３  奨励生の採用人員は、当該年度の予算の範囲内とする。 
 
   第２章 奨励生の採用と奨励金の交付 

 （奨励生の推薦） 
第４条 校⾧は、校内の奨励生志望者で運営規則第１５条第１項第１号若しくは第２号に該当する

者の中から奨励生に推薦する志望者を選考するものとする。 

２ 奨励生推薦人数は、各県立学校の全日制、定時制、通信制の各課程、中等教育学校につき各１
名とする。 

 

 （奨励生願書及び奨励生推薦書の提出） 
第５条 各学校で奨励生に推薦された志望者は、奨励生願書に、校⾧の推薦書を添えて当法人に提

出するものとする。 

 
（異動届け出） 

第６条 校⾧は、奨励生に推薦した志望者に、次の各号の一に該当することがあったときは､ただ

ちに届け出なければならない。 
 （１）休学・転学又は退学したとき 
 （２）本人の氏名の他、重要事項に変更があったとき 

 
 （奨励生の選考） 
第７条 奨励生の選考は、理事会が行い、その結果を校⾧を経て志望者に通知する。 

 
 （奨励金の交付） 
第８条 奨励金は、年１回交付するものとする。 

２  奨励金の交付は、奨励生宛行う。 
 



   第３章 基準の改廃 
（改廃） 

第９条 この基準の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 
   第４章 補  則 
 （実施細目） 

第１０条 この基準の実施について必要な事項は、理事会が別に定める。 
   
 
   附 則 
 この基準は、平成２５年１２月２日から施行する。 
   附 則 

 この基準は、平成２７年４月１日から施行する。 
附 則 

この基準は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 
この基準は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和３年４月１日から施行する。 
附 則 

この基準は、令和４年４月１日から施行する。 
附 則 

この基準は、令和7年４月１日から施行する。 
 


